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アスクレピオスの杖を探して
地
域
医
療

再
生
へ
の
道

第50回

自
治
体
病
院
と
国
保
直
診
施
設 

（
病
院
・
診
療
所
）の
違
い

　

自
治
体
病
院
を
設
置
し
て
い
る
自
治
体
関
係
者

も
理
解
し
て
い
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
の
が
、「
国

民
健
康
保
険
診
療
施
設（
以
下「
国
保
直
診
施
設
」）」

と
い
う
制
度
で
あ
る
。
○
○
国
保
病
院
・
×
×
国
保

診
療
所
と
い
う
名
称
は
ほ
と
ん
ど
の
人
が
知
っ
て

い
る
と
思
う
が
、
自
治
体
病
院
と
の
違
い
を
理
解

し
て
い
る
人
は
多
く
な
い
。

　

地
方
自
治
法
第
２
４
４
条
は
、
住
民
の
福
祉
を

増
進
す
る
目
的
で
「
公
の
施
設
」
を
設
置
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
住
民
の
健
康

を
守
る
た
め
の
公
の
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の

が
、
自
治
体
病
院
で
あ
る
。
公
の
施
設
と
し
て
の

病
院
ま
た
は
診
療
所
の
設
置
条
例
を
定
め
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
。

　

国
保
直
診
施
設
は
、
国
民
健
康
保
険
法
第
82
条

に
基
づ
き
、
市
町
村
が
行
う
国
民
健
康
保
険
事
業

の
一
つ
と
し
て
設
置
さ
れ
た
病
院
・
診
療
所
で
あ

る
。
国
民
健
康
保
険
条
例
に
お
い
て
、
保
健
事
業

の
一
環
と
し
て
病
院
ま
た
は
診
療
所
の
設
置
を
規

定
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
病
院
・

診
療
所
は
、「
公
の
施
設
」と「
国
民
健
康
保
険
事
業
」

の
二
つ
の
法
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

国
保
直
診
施
設
の
歴
史

　

国
保
直
診
施
設
の
歴
史
は
古
い
。昭
和
13（
１
９
３
８
）

年
に
旧
国
民
健
康
保
険
法
が
帝
国
議
会
で
可
決
、
施

行
さ
れ
る
。
当
時
の
国
民
健
康
保
険
制
度
は「
地
域
」

を
対
象
に
、
医
療
に
関
し
て
相
互
扶
助
を
目
指
そ

う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
世
界
を
見
て
も
例
の
な

い
挑
戦
的
な
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
国
保
制

度
が
導
入
さ
れ
て
も
、
地
域
に
医
療
機
関
が
な
い
、

あ
っ
て
も
国
保
の
診
療
単
価
が
低
く
、
診
療
契
約

に
地
域
の
医
療
機
関
が
応
じ
な
い
地
域
が
存
在
し

た
。
医
療
を
提
供
で
き
る
医
療
機
関
が
な
け
れ
ば

制
度
の
意
味
が
な
い
た
め
、
国
保
制
度
を
実
効
性

あ
ら
し
め
る
た
め
、
自
ら
医
療
機
関
を
設
置
す
る

地
域
が
相
次
い
だ
。

　

さ
ら
に
、
戦
後
は
荒
廃
す
る
地
域
に
お
い
て
、

医
療
を
提
供
し
、
国
民
健
康
保
険
制
度
を
支
え
る

た
め
に
国
保
直
診
病
院
・
診
療
所
が
数
多
く
設
置

さ
れ
た
。
現
在
の
市
町
村
立
病
院
は
、
昭
和
20
年

代
か
ら
30
年
代
前
半
に
国
保
直
診
施
設
と
し
て
設

立
さ
れ
た
も
の
が
非
常
に
多
い
。

　

国
保
直
診
病
院
や
診
療
所
は
、
歴
史
的
な
経
緯

も
あ
っ
て
、
そ
の
多
く
が
交
通
の
条
件
の
悪
い
地

方
に
立
地
し
て
い
る
。
国
民
健
康
保
険
の
運
営
す

る
医
療
機
関
と
い
う
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
医
療

費
の
か
か
ら
な
い
効
率
的
な
医
療
を
行
う
こ
と
を

使
命
と
し
て
き
た
。
実
際
、
国
保
直
診
施
設
の
あ

る
自
治
体
の
医
療
費
は
安
い
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ

る
。
現
在
、
全
国
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
「
医
療

と
介
護
の
連
携
」や「
地
域
包
括
ケ
ア
」は
、
国
保
直

診
施
設
の
医
療
や
介
護
問
題
の
解
決
の
試
み
か
ら

生
み
出
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

国
保
直
診
施
設
の
メ
リ
ッ
ト

　

国
保
直
診
施
設
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
国
（
厚
生

国
民
健
康
保
険
診
療
施
設（
国
保
直
診
施
設
）

に
つ
い
て
考
え
る

城
西
大
学
経
営
学
部
教
授
　

伊
関
友
伸
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労
働
省
）
に
よ
る
国
保
直
診
の
運
営
や
事
業
活
動
に

対
し
て
の
助
成
制
度
が
あ
る
。
図
表
１
は
国
保
直
診

の
運
営
、
事
業
活
動
に
対
す
る
助
成
制
度
で
あ
る
。

「
①
保
健
事
業
に
対
す
る
助
成
」「
②
国
保
直
診
施
設

（
建
物
・
医
療
機
械
等
）
の
整
備
に
対
す
る
助
成
」
な

ど
に
対
し
て
助
成
が
メ
ニ
ュ
ー
化
さ
れ
て
い
る
。

　
「
①
保
健
事
業
に
対
す
る
助
成
」
に
お
い
て
、
図

表
２
の
よ
う
に
、
国
保
直
診
が
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
を
対
象
と
し
て
行
う
事
業
の
経
費
で
あ
っ

て
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
直
診
勘
定
に
お
い

て
支
出
す
る
経
費
に
対
し
て
助
成
が
な
さ
れ
て
い

る
。
助
成
限
度
額
は
、
国
保
診
療
所
３
０
０
万
円
、

国
保
病
院
（
病
床
１
０
０
床
未
満
）
４
０
０
万
円
、

国
保
病
院
（
病
床
１
０
０
床
以
上
）
５
０
０
万
円
で

あ
り
、
さ
ら
に
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、

助
成
限
度
額
に
加
算
が
あ
る
。
当
然
、
総
務
省
の

自
治
体
病
院
・
診
療
所
へ
の
普
通
・
特
別
交
付
税

措
置
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

国
保
直
診
施
設
に
つ
い
て
は
助
成
制
度
の
ほ
か
、

国
保
直
診
施
設
が
参
加
す
る
団
体
で
あ
る
「
公
益
社

団
法
人
全
国
国
民
健
康
保
険
診
療
施
設
協
議
会
（
略

称
：
国
診
協
）」
が
設
立
さ
れ
て
お
り
、
任
意
で
参

加
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
国
診
協
で
は
、
毎
年
、

「
全
国
国
保
地
域
医
療
学
会
」「
地
域
包
括
医
療
・
ケ

ア
研
修
会
」「
現
地
研
究
会
」
お
よ
び
「
各
種
専
門
職

研
修
会
」
に
よ
る
職
員
の
育
成
と
連
携
・
交
流
が
行

わ
れ
て
い
る
。

　

国
保
直
診
施
設
の
理
念
や
活
動
、
国
民
健
康
保

険
条
例
の
改
正
方
法
、
国
保
直
診
施
設
へ
の
助
成

制
度
な
ど
に
関
し
て
は
、
国
診
協
の
事
務
局
が
相

談
に
応
じ
て
い
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
市
町
村
、

市
町
村
立
病
院
・
診
療
所
は
相
談
さ
れ
て
は
い
か

が
で
あ
ろ
う
か
。

タ
イ
ト
ル
の
〝ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
杖
〟
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
神

話
に
登
場
す
る
名
医
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
持
っ
て
い
た
蛇（
ク

ス
シ
ヘ
ビ
）の
巻
き
つ
い
た
杖
。
医
療
・
医
術
の
象
徴
と
し
て

世
界
的
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
で
あ
る
。
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筆者プロフィール

①保健事業に対する助成
　・国保直診による健康管理事業等
　・国保健康管理センターによる健康管理事業
　・国保歯科保健センターによる健康管理事業
②国保直診施設（建物・医療機械等）の整備に対する助成
③国保総合保健施設の整備・運営に対する助成
④国保直診の運営に特別に要した費用に対する助成
⑤へき地国保診療所の運営に対する助成

・�国保直診が国民健康保険被保険者を対象として行う事業の経費であって、国
民健康保険特別会計直診勘定（地方公営企業法を適用している病院にあっては
病院事業特別会計、委託事業にあっては国民健康保険特別会計事業勘定（款）
保健事業費）において支出する経費に対する助成。

・�主な対象経費は、事業実施に必要な報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需
用費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費）、役務費（通信運搬費、手数料、
保険料）、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費（５割助成分）等。

・�助成限度額：国保診療所300万円、国保病院（病床100床未満）400万円、国
保病院（病床100床以上）500万円。

・�さらに一定の要件に該当する場合、助成限度額に加算があり。

（国診協「国保直診活動を支援する国保助成制度のあらまし」令和3年4月改訂版）より

（国診協「国保直診活動を支援する国保助成制度のあらまし」令和3年4月改訂版）より

図表１　�国保直診の運営、事業活動に対する国の助成

図表2　国保直診に対する助成、対象経費


